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大久保東小学校の放課後の校庭開放等について 

 

 桜端の候、保護者の皆様には、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、本校では子供たちの安全を第一に考え、放課後の校庭の使用に関し、以下の内容

について保護者の皆様に御協力をいただいております。 

 つきましては、改めてお知らせいたしますので、趣旨を御理解の上、御協力くださいま

すようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 校庭の開放について 

本校の校庭は、基本的に開放しません。 

  （理由） 

   〇 校内には教職員がいても、校庭の様子を見ていられないため 

   〇 敷地内は、見えにくいところもあり、危険であるため 

   〇 開放することにより、不審者等が校庭に入る可能性があるため 

   〇 放課後に怪我、金銭や貴重品の紛失等が発生しても責任はとれないため 

 

２ 校庭の使用について 

保護者等が付き添って使用する場合は、許可します。その際は、以下の内容を守ってく

ださい。 

   （１）時間は原則、平日の放課後「午後４時３０分まで」とします。 

     また、長期休業期間においての使用は、午前８時１０分より午後４時３０分 

     までとします。その際についても、必ず保護者等が付き添って御使用ください。 

  （２）土日祝日及び学校閉庁日は使用できません（学校体育施設開放団体は除く）。 

   （３）使用時は、必ず事務室に来て使用する旨を伝え、許可を得てください。 

   （４）本校関係者以外の校庭使用は認めません。 

   （５）学校備品は使用できません。 

  （６）放課後子供教室及び放課後児童会が校庭で活動を行っている場合は、活動の妨

げにならないようにお願いします。 

 

  
                           【問い合わせ先】 
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教頭 髙橋 文樹 

                           ℡：047-477-8181 


